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仮想市場評価法による東京都の潜在的待機児童数の推計 *

鈴木　亘 **

要旨
本稿は，東京都が2017年に実施した子育て世帯への大規模アンケート調査を用い，仮想市場

評価法（CVM）を使って，東京都の保育サービス需要を分析した。主な結果は以下の通りで
ある。
第１に，潜在的待機児童率は19.5％と，待機児童率（1.3％）の14倍を超える大きさである。
第２に，現在の保育サービス供給量のもとで，総待機児童率をゼロにする均衡保育料（月額）

は，全年齢合計で45,400円である。
第３に，中高所得者への月額５千円の保育料引き上げで総待機児童率は元の大きさの約３分

の２，月額１万円引き上げで約３分の１となる。また，認可保育所の０歳児定員を廃止して，
育休促進を図ることにより，総待機児童率はほぼ半減する。
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仮想市場評価法による東京都の潜在的待機児童数の推計

１．はじめに

待機児童が深刻な社会問題となってから，既に四半世紀ほどの月日が経過しているが，未だ
に捗捗しい改善が見られていない。この間，政府は単に手をこまねいていた訳ではない。図１

* 本稿で用いている東京都「教育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」のデータに
ついては，実施主体である東京都福祉保健局から許可を得て使用している。東京都，特に福祉保健局の職
員たちに感謝を申し上げたい。なお，このアンケート調査の実施当時，筆者は東京都特別顧問を務めてお
り，アンケート調査の企画や実施に関わっていたが，本稿の内容および意見は筆者個人に帰属するもので
あり，東京都の公式見解を示すものではない。本研究をまとめるにあたって，JSPS科研費（課題番
号 :15H01950）の助成を受けた。
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に見るように，近年，待機児童数を大幅に上回る保育の受け皿（利用児童数）を毎年作り続け
ているが，それでも待機児童数はなかなか減少しないのである。
度重なる対策にもかかわらず，まるで「逃げ水」のように待機児童数が減らない背景には，

八代（2000）が早くから指摘しているように，待機児童を大幅に上回る「潜在的待機児童」の
存在がある。実は，政府によって統計的に把握されている「待機児童数」とはかなり限定的な
概念である。すなわち，①自治体に認可保育の申請を行い，入所選考に漏れた児童のうち，②
自治体の独自事業の認可外保育施設に入所したり，③入所をあきらめて求職活動を中止した
り，④他に利用可能な認可保育があるのに，特定の認可保育所を希望して待機している児童を
除いた数として定義される（①－（② +③ +④））1）。このうち，②に該当する児童は保育施設
に入所しているが，③④に該当する児童は実質的に待機しているにもかかわらず，待機児童の
統計に現れない。
また，待機児童問題が深刻な都市部では，⑤はじめから認可保育の利用をあきらめ，自治体

に入所申請すら行っていない場合も多い。さらに，⑥現在は就労していないが，近隣に入所可
能な保育所ができれば就労しようと考えている人々もいる。
これら③～⑥に該当する児童数の総計を「潜在的待機児童」と呼ぶ。このいわば待機児童予

備群たちは，対策によって保育の受け皿が増えると，次々に顕在化して，その一部が新たに待
機児童数としてカウントされるようになる。待機児童問題を根本的に解決するためには，統計
上把握されている待機児童数だけではなく，この潜在的待機児童数にも着目し，対策を講じる
必要がある。
しかしながら，この潜在的待機児童数を把握しようとする調査・研究は，決して多いとは言

えない。もちろん，自治体や民間調査機関が実施している住民アンケートの中には，「保育サー
ビスの利用を希望するものの，現在，利用できていない」という意味で，一種の潜在的待機児
童数を算出しているものもある。しかし，こうして把握される数は，あくまで「希望」あるい
は「必要（ニーズ）」ベースのものであり，「需要」とは異なる。経済学で言う需要とは，物や
サービスの対価である価格が提示され，その価格を支払う意志を伴った概念である。政策的に
重要なのは，実際に顕在化する需要である。
この価格（保育料）を伴った保育サービス需要を初めて計測し，潜在的待機児童数を推計し

た記念碑的な研究が，周・大石（2003）である。彼女らは，マーケティングや環境経済学等の
分野で用いられている仮想市場評価法（CVM: Contingent Valuation Method）を使って，首都圏
（１都３県）における保育サービス需要の推定を行い，その後の同種の研究（内閣府（2003），
清水谷・野口（2004），八代・白石・鈴木（2006），鈴木（2008, 2009, 2012））が踏襲する標準
的手法を提示した。
こうした中，本稿では東京都における潜在的待機児童数を新たに推計する。東京都の2017年

４月における待機児童数は8,586人と，全国の待機児童数（26,081人）の約３分の１を占める。
東京都においても，近年，待機児童数を大きく上回る保育の受け皿を新たに作り続けているに
もかかわらず，顕著な成果が表れていない（図２）。この背景には，やはり大量の潜在的待機
児童の存在があるものと考えられ，その量的な把握を行うことが政策的に極めて重要である。

1） 2018年４月以前には，やむなく育休延長で対処している場合にも待機児童の定義に入らない場合があっ
た。
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ところで，本稿の分析は，手法面における新規性は特に無いが，用いているデータが優れて
いることが特徴である。既に挙げた先行研究は全て，無作為抽出という面で問題があるデータ
（社会調査会社のモニター・サンプル等）を用いているか，サンプル数が少ないと言う問題を
抱えていた2）。これに対して，本稿が用いているデータは，東京都内40区市の協力を得て，東
京都福祉保健局が実施した大規模アンケート調査であり，住民基本台帳から子育て世帯を無作
為に抽出し，有効回答数13,114を得ている。また，先行研究が用いているデータの多くは2000
年代前半，最も新しいものでも2008年に調査されたものである。これに対して，本稿が用いた
調査は2017年に実施されており，現在の待機児童問題を分析したり，今後行うべき対策のシ
ミュレーションを行う上で，よりふさわしいデータと言えよう。
本稿の構成は以下の通りである。２章ではデータについて解説を行う。３章では，仮想市場

評価法や推定モデルについて説明し，４章で推定結果と潜在的待機児童数等の推計値を報告す
る。以上の分析をもとに，５章において若干の政策シミュレーションを行い，６章において結
論をまとめる。

注）  厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ」（各年度版，４月現在）より筆者加工。2017年
度の待機児童数は定義変更が行われているため，それ以前と直接の比較は出来ない。

図１　待機児童数と利用児童増加数の推移１（全国）

2） 周・大石（2003）とその一連の研究（周・大石（2005），Zhou and Oishi（2005））で用いられたデータは，
大手スーパー系列会社が運営する消費者調査の主婦モニター・サンプルに対してアンケート調査を実施し
たもので，有効回答数は445と少ない。内閣府（2003）のデータは，住民基本台帳から無作為抽出した対
象にアンケートを郵送して実施した調査であるが，有効回答数は首都圏全体で1,478である。また，清水
谷・野口（2004）はそこからさらにサンプルを選び出しているため，分析対象はわずか503である。八代・
白石・鈴木（2006），鈴木（2008, 2009, 2012）は，サンプル数はやや多いものの（2,732～6,578），インター
ネット調査会社が持つ全国モニター・サンプルを用いている。
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注）  東京都福祉保健局「都内の保育サービスの状況について」（各年度版，４月現在）より。
2017年度の待機児童数は定義変更が行われているため，旧定義（定義変更なし）の数字も
表示している。

図２　待機児童数と利用児童増加数の推移２（東京都）

２．データ

２．１　調査設計
本稿が用いているデータは，東京都福祉保健局が2017年８月から９月にかけて実施した「教

育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」である。調査対象地域は，23
区および待機児童数が50人以上の17市である3）。区市の協力により，住民基本台帳から，０歳
から５歳の子どもがいる世帯を，無作為に38,170サンプル抽出し，児童の親に対して協力依頼
を郵送した。その後，協力者にはインターネットのウェッブ・サイト上に作られた調査票に回
答してもらっている4）。有効回答数は13,114，有効回答率は34.36％であり，先に挙げた先行研
究と比較しても，やや高い回答率と言える。

3） 調査の対象外としたのは，島嶼部の他は，昭島市，あきる野市，稲城市，青梅市，清瀬市，羽村市，福生
市，東大和市，武蔵村山市，奥多摩町，日の出町，瑞穂町，檜原村である。調査対象区市の世帯数は，東
京都の全世帯数の94.8％を占める。

4） 一般に，インターネット調査にはサンプリング・バイアスが懸念されるが，総務省「平成29年 通信利用
動向調査」によれば，現在のインターネット利用率は20歳代で98.3％，30歳代で96.8％，40歳代で95.8％
である。このため，バイアスを懸念する必要性は低いと判断した。
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調査項目は，親の状況，子どもの状況，教育・保育サービスの利用実態等，多岐にわたる5）。
以下の分析には用いていないが，サンプル特性を示す代表的変数の記述統計を表１に示した。
もっとも，比較対象として適切な大規模調査（東京都に限定された大規模子育て世帯調査等）
が存在しないため，その代表性を確認することは難しい。認可保育，認可外保育施設，幼稚園
の入所割合については，表５の母数の割合と極めて近い値になっている。

表１　記述統計

注）  東京都「教育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」のサンプルを
用いて筆者計算。

２．２　WTP の質問
調査項目のうち，本稿が分析に用いているのは，以下に示された一連の質問である。仮想市

場評価法とは，こうした質問を用いて，仮想上の財やサービスに対する支払意思額（WTP）
等を表明させる手法の一つである。この調査では，認可保育所の保育サービスを受けることに
対する保育料（月額）のWTPを表明してもらっている。周・大石（2003）と同様，回答バイ
アスが少ないとされる二肢選択方式の質問形式を用いた。

下記の文章をお読みの上，質問にお答えください。

仮の話ですが，あなたの家の近くに認可保育所（定員が100人から200人程度で，園庭が
あり，スタッフのほぼ全員が保育士資格を持っている通常の認可保育所）があり，定員
の空きが十分にあるとします（待機にはならないとします）。このとき，下記の条件で
お子さまをこの認可保育所に入れるかどうか，お答えください。既に認可保育所を利用
されている場合には，「引き続き利用しつづけるかどうか」についてお答えください）。

5） 調査項目や結果の詳細については，東京都（2018）を参照されたい。本稿はこの報告書のバックグラウン
ド・ペーパーとして位置付けられる。後述のように，本稿の分析結果の一部がこの報告書にも掲載されて
いる。
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Ｑ１：  この認可保育所の保育料は，あなたの世帯の所得にかかわらず月額４万円だとし
ます。その場合，あなたは認可保育所を利用しますか（既に，認可保育所を利用
されている方は，保育料が月額４万円になった場合，利用を続けるかどうかをお
答えください）。

１ 利用する
２ 利用しない
 

Ｑ２：それでは，保育料月額８万円ならこの認可保育所を利用したいと考えますか。
 （母数：Ｑ１保育料月額４万円で利用する回答者）
１ 利用する
２ 利用しない
 

Ｑ３：  それでは，最高で月額いくらまでなら払っても良いと思いますか。
　　　最も近いものをお答えください。
 （母数：Ｑ２保育料月額８万円で利用する回答者）
１ ８万円
２ 10万円
３ 12万円
４ 14万円
５ 16万円
６ 18万円
７ 20万円以上
 

Ｑ４：それでは，保育料月額６万円ならこの認可保育所を利用したいと考えますか。
 （母数：Ｑ３保育料月額８万円で利用しない回答者）
１ 利用する
２ 利用しない
 

Ｑ５：それでは，保育料月額２万円なら，この認可保育所を利用しますか。
 （母数：Ｑ１ 保育料月額４万円で利用しない回答者）
１ 利用する
２ 利用しない
 

Ｑ６：それでは，保育料月額３万円なら，この認可保育所を利用しますか。
 （母数：Ｑ５保育料月額２万円で利用する回答者）
１ 利用する
２ 利用しない
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Ｑ７：  それでは，最高で月額いくらまでなら支払ってもよいと思いますか。
　　　最も近いものをお答えください。
 （母数：Ｑ５保育料月額２万円で利用しない回答者）

１ １万５千円
２ １万円以下
３ どんなに安くても認可保育所を利用しない

図３に示されているように，回答者は一連の質問に導かれて，WTPの範囲（カテゴリー）
を表明する。周・大石（2003）では，Ｑ７の回答は分析に用いず，２万円以下をWTPの最少
カテゴリーとしたが，本稿ではＱ７に対しても該当者全員の回答が得られるようにウェッブ上
の調査設計を行っているため，１万円以下（２および３の回答者）とそれ以外に，カテゴリー
を分けた。カテゴリー別のWTPの分布は表２の通りである。

図３　保育料（月額）の WTP に関する質問の構成

表２　保育料（月額）の WTP の分布
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３．推定モデル6）

二肢選択方式では，WTPの値そのものではなく，提示金額に対する選択が回答される。こ
のため，需要曲線の推定に当たっては，WTPをイベントが起きるまでの時間（duration），選
択をイベントの発生（failure）に見立てた生存分析（survival analysis）の推定方法を用いるこ
とが一般的である。
今，需要関数の逆関数を生存関数 S（t）とする。tは保育料（月額）のWTPであり，需要の

単位は，その保育料のもとで保育サービスを受諾する割合（受諾確率）である。生存関数の形
状はロジスティック分布を仮定する。

	 （１）

ただし，

Vは保育サービスをその保育料で受諾する場合の効用と，受諾しない場合の効用の差分を
示し，次のように定式化する7）。α，βは推定されるパラメータである。

 （２）

図３に示された各カテゴリーに回答者が該当する確率は下記の通りである。

（８万円以上で受諾する確率）
（６万円～８万円の間で受諾する確率）
（４万円～６万円の間で受諾する確率）
（３万円～４万円の間で受諾する確率）
（２万円～３万円の間で受諾する確率）
（１万円～２万円の間で受諾する確率）
（１万円以下で受諾する確率）

ここで， や と表示されているのは，最初の質問（提示された保育料４万円）
で保育所利用を受諾し（Yes），次の質問（提示された保育料８万円）でも利用を受諾したこと
を示す。それ以外の表記も解釈は同様である。これらの各カテゴリー別の確率を用いて，（２）

6） 以下の説明は，栗山（1997），周・大石（2003）に倣っている。
7） 周・大石（2003）では定数項αについて，様々な属性変数をコントロールしたユニークな分析を行ってい

る。本稿では，栗山（1997）や肥田野（1999）等で紹介されている標準的な推定方法に従って，属性変数
をコントロールせずに推定を行った。個人属性をコントロールしたとしてもその平均値はαになるので，
省略変数バイアスを懸念する必要は無いと思われる。
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式のαおよびβを推定するための尤度関数は，以下の通りである。

（３）

ここで， は，最初の質問（提示された保育料４万円）で保育所利用を受諾し（Yes），次
の質問（提示された保育料８万円）でも利用を受諾した人が１，それ以外の人が０をとるダ
ミー変数であり，以下，解釈は同様である。最尤法を用いて，（３）式が最大になるように各
パラメータを推定する。

４．推定結果8）

４．１　推定結果と需要曲線
推定結果は，表３の通りである。全年齢合計と，各年齢別のサンプルに分けて７つの推定を

行っており，全パラメータが１％基準で有意である。図４は，全年齢合計の推定結果をもとに，
保育サービス市場の需要曲線を描いたものである。（２）式の各パラメータに推定結果を代入
し，（１）式に戻した上で，tを横軸，S（t）を縦軸とする。通常の需要曲線と異なり，横軸が
価格（保育料），縦軸が需要（受諾確率）であることに注意されたい。この需要曲線と実際の
平均保育料との交点（E）で定まる需要が，現行の保育料のもとで生じている需要量である
（D1）。これと，実際の保育サービス利用率（D0）との差（D1－ D0）が，潜在的待機児童を含
む「総待機児童率」ということになる。
経済学の観点から見ると，待機児童とは保育サービスに対する「超過需要」が発生している

状態と考えられる。すなわち，認可保育所の平均保育料が，本来，市場で決まるべき価格水準
（A点）よりも低い水準に価格規制されていることから，保育サービスの供給量を上回る需要
量が発生するのである。このため，過大な需要量を供給量の範囲に収めるために，自治体は入
所選考という形で割当を行わざるを得ない。
全年齢合計と同様に，各年齢別についても，推定結果から需要曲線を描き，平均保育料との

交点を求めることができる（図５）。年齢が低いほど旺盛な需要（厚みがある曲線）が存在し
ていることがわかる。
図４，５の中に示されている現行の平均保育料（縦の実線）は，表４の一番左の列に金額が

掲載されている。認可保育所の保育料は世帯所得によって変わる応能負担であるが，その平均
額をみると，全年齢合計で月額28,300円である9）。０歳児の34,300円から５歳児の22,200円まで，

8） 本章の分析結果（図４，図５，表４と表６の一部）を，東京都（2018）の報告書の24～27ページにも掲載
している。

9） 具体的には，認可保育所利用者（公立，私立）の保育料（月額）を，アンケート調査データから計算して
いる。早朝保育や延長保育の利用料を含むベースである。この調査票では，ベビーシッターやファミリー・
サポート・センター，その他施設，障害児通所支援事業所を併せて利用している場合には，その利用料と



10

年齢が高くなるほど金額が低くなる。
一方，やはり図４，５に示されている実際の保育サービス利用率（横の点線）は，東京都が

把握している2017年４月現在の保育サービス利用児童数を，同年１月現在の就学前児童人口で
除した値である。保育サービスの定義には，認可保育（認可保育所，認定こども園，家庭的保
育事業（保育ママ），小規模保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業（ベビーシッ
ター），定期利用保育事業）の他に，自治体の独自事業の認可外保育施設（東京都認証保育所，
区市町村単独施策等（うち家庭的保育等），区市町村単独施策等（うち保育室等））が含まれて
いる（表５）。これらは確かに認可外保育施設ではあるが，自治体によって一定以上の保育の
質が保証されており，ベビーホテル等とは明らかに異なることから，政府の待機児童の定義に
は含まれない。つまり，待機児童の統計上は，認可保育と同じ扱いになっていため，供給量の
中にそのまま含めることにした10）。

表３　保育サービス需要関数の推定結果

図４　保育サービスの需要関数１（全年齢合計）

保育料を合算した金額を尋ねている。そこで，併用サービスの利用者を除いたサンプルで，認可保育所だ
けの平均保育料を計算することにした。

10） ここで，本稿の潜在的待機児童の定義を改めて説明すると，①認可保育所の平均保育料の下で発生する認
可保育所への需要量から，②認可保育の全施設および自治体の独自事業の認可外保育施設を差し引き，さ
らに③統計上把握されている待機児童数を除いたものである。やや矛盾を感じるのは，①の需要量の定義
が認可保育所とされているのに，②の供給量の定義に，他の認可保育や一部の認可外保育施設が含まれて
いる点である。①の定義を認可保育としなかったのは，現在，非常に多岐にわたっている認可保育の全施
設を網羅する質問を作ろうとすると，複雑すぎて回答が難しいものになるからである。また，②に認可保
育所以外が含まれているのは，本文で述べたように政府の定義なのでやむを得ない。ただ，こうした保育
施設を結果的に利用している人々も，もともとは認可保育所を希望していた人々が多いと考えられるた
め，上記の定義でも大きな問題は生じていないと考えた。
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図５　保育サービスの需要関数２（年齢別）
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４．２　潜在的待機児童と均衡保育料の推計
潜在的待機児童等の推計値は，表６に示す通りである。一番上の行の全年齢合計でみると，

月額28,300円の平均保育料と需要曲線の交点にあたる（a）受諾確率は64.3％であり，この数字
と（b）保育サービス利用率43.4％との差（20.9％）が，潜在的待機児童を含む（c）総待機児
童率である。このうち，（d）実際の待機児童率（待機児童数 /就学前児童数）1.3％を差し引い
た19.5％が（e）潜在的待機児童率となる。人数に換算すると125,101人であり，2017年４月現
在の待機児童数8,586人の約14.6倍もの潜在的待機児童数が存在することになる。周・大石
（2003）における東京都の潜在的待機児童率が5.0倍，内閣府（2003）における東京分の潜在的
待機児童率が10.1倍であったことから考えると，もちろん単純な比較は難しいが，現在の状況
の方がより深刻になっている可能性がある。
年齢別にみると，潜在的待機児童率が突出して高いのが０歳児である（44.0％）。０歳児は

需要が最も旺盛であるにもかかわらず（受諾確率69.7％），保育サービスの供給量が少ない（保
育サービス利用率23.6％）ことが影響している。０歳児の潜在的待機児童率が突出して高いと
いう傾向は，上記の先行研究も同様である。また，２歳児の潜在的待機児童率は9.6％と，３
歳児以上の高年齢児に比べても低くなっている。これは，保育サービス利用率が51.4％と高い
ことが影響していると思われる11）。
さて，図４の需要曲線を用いると，現在の保育サービス利用率のもとで，待機児童を全て解

消するための「均衡保育料（月額）」を算出できる（図４の A点）。具体的に，その均衡保育
料を示したものが表４の一番右の列である。全年齢合計の均衡保育料は45,400円であり，現行
平均保育料の28,300円よりも17,100円も高くなる。ただし，45,400円という均衡保育料は需要
曲線から算出したWTPの中央値（39,200円）よりは高いものの，WTPの平均値（56,300円）
を下回る金額であり，利用希望者たちの「支払い意志額」という意味では，それほど非現実的
な数字とは思われない12）。実際，認可保育所と比肩し得るサービスの質が求められている東京
都認証保育所の場合，その平均保育料（月額）は約６万５千円である（鈴木（2018））。さらに，
東京都の各自治体における認可保育所の児童１人当たりの運営費は，月額15万円から20万円程
度に上っている （鈴木（2018））。
各年齢別に見ると，総待機児童率の高さを反映し，やはり０歳児の均衡保育料が86,400円と
際だって高い13）。これは現行の平均保育料（34,300円）の約2.5倍の高さであり，もちろん，
WTP（中央値，平均値）をはるかに上回る水準である。ただし，鈴木（2018）によれば，東
京都の各自治体における認可保育所の０歳児１人当たりの運営費（月額）は，約40万円にも
上っている。もし，その水準と比較をするならば，86,400円という均衡保育料も高すぎるとは

11） もともと認可保育所等の定員数は０歳児や１歳児が少なくなっているが，０～１歳児の待機児童が深刻な
ことから，近年，０～２歳児の低年齢児だけを対象とする保育施設（小規模保育事業や家庭的保育事業，
一部の東京都認証保育所や保育室等）が急増している。その結果として，２歳児の保育サービス利用率が
やや高くなっているものと考えられる。

12） WTPの平均値は需要曲線を０円から上限値まで積分した値である。上限値は質問（Ｑ３）の回答（各年
齢とも20万円）を用いた。WTPの中央値は，（２）式の対数線形関数モデルの場合，exp（α/β）となる（栗
山（1997））。

13） 周・大石 （2003）が計算した東京都の０歳児の均衡保育料（月額）は45,403円であるから，当時と比べて
現在は，０歳児定員のひっ迫度合いが増している可能性がある。一方，清水谷・野口（2004）が計算した
東京都の均衡保育料（全年齢合計）は約４万３千円と，本稿の分析とあまり変わらない。
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言えないかもしれない。また，２歳児の均衡保育料が41,500円とWTP（中央値）を下回るほ
ど低い理由は，既に述べたように，保育サービス利用率が他の年齢よりも高いからであろう。

表４　保育料（月額）と WTP

注）  現行平均保育料は，東京都「教育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケー
ト」のサンプルを用いて計算した値。100円未満は四捨五入。

表５　保育サービス利用児童数の状況

注）  東京都福祉保健局資料より筆者加工。利用児童数は平成29年４月現在，就学前児童人口は
１月現在（外国人を含まない）。認定こども園は幼保連携型及び幼稚園型のみ。

表６　潜在的待機児童率等の推計結果

注）  保育サービス利用率は，平成29年４月時点の利用児童数を同年１月時点の就学前児童数で
除したもの。待機児童率は，やはり平成29年４月時点の待機児童数を同年１月時点就学前
児童数で除したもの。
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５．政策シミュレーション

５．１　保育料の引き上げ
推定した需要曲線を用いて，具体的な待機児童対策についてのシミュレーション分析を行お

う。本稿は供給曲線を明示的に分析していないので，検討できる待機児童対策も需要面に限ら
れる。具体的には，①保育料の引き上げ，②希望通りの育休期間を取得できる環境整備，③認
可保育所の０歳児定員を無くし，育休を取得できる人には１歳まで育休を取るように促す，と
いう３つの対策の効果を分析した。
既に述べたように，認可保育所の保育料は，均衡保育料やWTPと比較しても，あるいは認
可保育所の運営費や東京都認証保育所の保育料と比較しても，かなり低い水準に設定されてい
る。したがって，保育料引き上げを正当化できる余地は大きいものと思われる。表７は，本稿
で用いているデータから東京都の所得階層別保育料を計算し，国基準の保育料と比較したもの
である14）。低所得層では両者にさほど大きな違いはみられないが，所得層が高くなるにした
がって，国基準と東京都の保育料との差が大きくなって行くことがわかる。鈴木（2018）が詳
しく論じているように，総じて見て，東京都の保育料設定額はかなり低い。
一般に，低所得層の保育料引き上げは政治的に非常に困難であることから，ここでは中高所

得層の保育料引き上げについて検討する。具体的には，住民税所得割課税額が57,700円未満を
低所得層と見なし，それ以上の所得階層の保育料（月額）を（a）5000円，（b）１万円引き上
げた場合を考える。具体的には，それぞれのケースについて，該当サンプルの保育料を引き上
げ，年齢別の平均保育料を改めて計算する。その平均保育料と各年齢別の需要曲線との交点か
ら，総待機児童率を求めた。

表７　年収階層別の保育料（月額）

注）  国基準は平成29年度の利用者負担の上限額基準である。東京都（サンプル）は，東京都「教
育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」のサンプルを用いて計算
した保育料（月額）で，１人親世帯の減免や，多子の減免が含まれる。
100円未満は四捨五入。世帯年収の目安は住民税所得割課税額から推定される年収で，内
閣府資料（平成29年度における 子ども・子育て支援新制度に関する 予算案の状況につい
て）より転載。

14） 調査票では，夫婦別に年収階層を尋ねている。年収階層の中間値を夫婦で合計して世帯所得を作り，それ
を表７の世帯年収の目安をもとに階層ごとに振り分け，東京都（サンプル）の保育料（月額）を計算した。
この保育料には延長保育や，多子や１人親世帯の減免分が含まれているので，国基準の保育料とは厳密に
は比較はできない。
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表８の左から二つの列（（a）,（b））がその結果であるが，月額5000円引き上げで全年齢合
計の総待機児童率は6.9％ポイント，月額１万円引き上げで13.0％ポイントも減少する15）。総待
機児童率はそれぞれ，元の大きさの約３分の２（5000円引き上げ）と約３分の１（1万円引き
上げ）まで減少する。年齢別にみると，もともと需要が旺盛であった０歳児の潜在的待機児童
率は依然として高いものの，１万円引き上げの場合には，２歳児以上の潜在的待機児童率はゼ
ロに近い水準まで減少する。

表８　各対策が総待機児童率に与える影響

注）  全年齢合計の数字は，各年齢別の総待機児童数を合計して，全就学前児童数で除したもの。
したがって，< 参考 > 現状における全年齢合計の数字も，年齢別の総待機児童数から積み
上げて計算した20.6％を用いて比較する。

５．２　育休関連の対策
次に，育休に関連した待機児童対策について検討を行う。まず，表９はこのアンケート調査

で尋ねている育休期間について，希望期間と実際の取得期間を比較したものである。希望より
も実際の方が，取得期間が短くなっていることがわかる。この調査票では，育休期間が希望よ
りも短くなった理由についても尋ねているが，「育休を希望期間分取得すると，取得後に保育
所に入れなくなると思ったため」という理由が最も多く（64.9％），２位の「育休を取得する
と収入が減るため」（25.9％）という理由を大きく引き離している。
実際，育休を早めに切り上げて，０歳児のうちに認可保育の申請を行うことは，待機児童問

題が深刻な都市部では，もはや保活の常識である。新年度の入所申請において，空き定員が一
番多いのは０歳児クラスであり，育休明けに１歳児クラスに申請するのでは空きが残っていな
い可能性がある。また，認可保育所の０歳児クラスに入所出来なかった場合でも，認可外保育
施設に０歳児のうちに預けることにより，認可保育の選考時におけるポイント（選考指数）が
上がる自治体も多い。
このため，身体的に無理をしても育休を早めに切り上げ，０歳児クラスに申請することが合

理的な行動になってしまう。もし，育休明けにも空き定員がきちんと確保され，望み通りの育
休期間を安心して取得できる環境整備が行われれば，０歳児の定員を１，２歳児に振り向けて
大幅な定員増を図ることができる。東京都では2018年度から，１歳児までの育休取得を促進す

15） 表８における全年齢合計の数字は，各年齢別の総待機児童数を合計し，全就学前児童数で除したもの。し
たがって，<参考 >現状における全年齢合計の数字についても，各年齢別の総待機児童数から積み上げて
計算した値（20.6％）を示した。各シミュレーションとの比較は，20.9％ではなくこちらの20.6％という
数字を用いる。
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るために，新設の認可保育所の空き定員や余裕スペースを有効に活用して１歳児を緊急的に受
け入れる一方（緊急１歳児受入れ事業），もし育休明けに待機児童になった場合でもベビーシッ
ター代を月額最大28万円まで補助することにして（ベビーシッター利用支援事業），安心して
育休を取得するための環境を整備しつつある。
そこで，希望通りに育休期間が取得できた場合の効果を試算してみよう。表９には希望育休

取得期間と実際の取得期間が表示されているが，その差のうち，①１年から１年７ヶ月未満と，
②１年７ヶ月から２年未満の合計である6.3％が０歳児の需要減少に寄与し，③２年以上の
9.8％が１歳児の需要減に寄与するとした。それぞれの数字に，サンプルから計算した育休取
得割合の53.8％を乗じて，各年齢の需要（受諾確率）から差し引いた。その結果が表８（c）
であるが，総待機児童率の減少は約1.5％ポイントにすぎない（全年齢合計）。抜本的な効果を
期待するには，東京都江戸川区が公立認可保育所で実施しているように，０歳児定員自体を全
て廃止し，保育ママ等の利用に誘導するような大胆な施策が必要なのかもしれない。
そこで，表８（d）では，認可保育所の０歳児定員をすべて廃止し，その分の定員増を１・

２歳児に同数ずつ振り分けた場合の効果を試算した。保育士配置基準の違いにより，０歳児か
ら１・２歳児に認可保育所の定員を振り替えた場合には，定員数は２倍に増えると想定し，各
年齢の保育サービス利用率に同数ずつ割り振った。また，０歳児定員を廃止した場合に，育休
を取得可能な人々は０歳の間は育休を取得すると想定し（もしくは，そのような誘導策を講じ
ると想定し），０歳児の受諾確率をその分少なく見積もった。すなわち，０歳児の受諾確率を
従前の受諾確率×（100％－育休取得割合の53.8％）として計算した。０歳児だけではなく，１・
２歳児にも大きな効果があるため，全年齢合計の総待機児童率をほぼ半減させることができる
（11.2％）。
最後に，表８（e）には（b）中高所得者の１万円の保育料引き上げと，（d）認可保育所の０
歳児定員廃止を同時に実施した場合の効果が試算されている。各年齢別の総待機児童率にはば
らつきが見られるものの，全年齢合計の総待機児童率は -0.7％と，トータルでみれば待機児童
が解消された状態と言える16）。

表９　育休取得期間に関する希望と実際

注）東京都「教育・保育サービスの利用実態と利用ニーズに関するアンケート」より集計。

16） もちろん，各年齢別の総待機児童率にはばらつきがあるので，実際にはミスマッチが発生している状態で
ある。各年齢の定員調整も容易ではないので，待機児童ゼロと表現することは適切ではない。
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６．結語

本稿は，東京都が2017年に実施した子育て世帯への大規模アンケート調査を用い，仮想市場
評価法を使って，東京都の保育サービス需要を分析した。主な結果は以下の通りである。
第１に，潜在的待機児童率は19.5％と，待機児童率（1.3％）の14倍を超える大きさである。
第２に，現在の保育サービス供給量のもとで，総待機児童率をゼロにする均衡保育料（月額）

は，全年齢合計で45,400円である。
第３に，中高所得者への月額５千円の保育料引き上げで総待機児童率は元の大きさの約３分

の２，月額１万円引き上げで約３分の１となる。また，認可保育所の０歳児定員を廃止して，
育休促進を図ることにより，総待機児童率はほぼ半減する。
現在，東京都をはじめ，全国で実施されている待機児童対策は，供給量を増やすための施策

が中心である（鈴木（2018））。しかしながら，多額の公費を投じるこうした「物量作戦」は，
国や自治体の苦しい財政事情を考えると，維持可能性に懸念がある。また，運営費用に比して
あまりにも低い現在の保育料水準を維持し，もっぱら供給量拡大で待機児童問題に対処するこ
とは，効率性の観点からも問題が大きい。将来的には，本稿で検討した需要側に働きかける施
策も，待機児童対策の重要な選択肢となるだろう。
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